
＜検討結果の概要＞ 

 ○議員の定数は、現行の 44人とする。 

 ○選挙区は現行どおりとする。 

 ○各選挙区において選挙すべき議員の数は、表のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥村委員長および中沢副委員長が富田議長に報告書を提出しました。 

選挙区 定数 選挙区 定数 

大 津 市 10 甲 賀 市 ３ 

彦 根 市 

犬 上 郡 
４ 

野 洲 市 ２ 

湖 南 市 ２ 

長 浜 市 ３ 高 島 市 ２ 

近江八幡市 

竜 王 町 
３ 

東近江市  

日野町愛荘町 
５ 

草 津 市 ４ 米 原 市 １ 

守 山 市 ３ 
合 計 44 

栗 東 市 ２ 


